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合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

【 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

】議事
ぎ じ

概 要
がいよう

 

 

１．日
にち

 時
じ
： 平 成

へいせい
２２年

ねん
１２月

がつ
７日

にち
（火

か
）１４：２５～１７：００  

２．場
ば
 所

しょ
： 厚 生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

低 層 棟
ていそうとう

２階
かい

講 堂
こうどう

 

３．出 席 者
しゅっせきしゃ

 

    大 谷
おおたに

 恭 子
きょうこ

 （弁護士
べんごし

） 座 長
ざちょう

 

宮田
みやた

 広
ひろ

善
よし

 （全 国
ぜんこく

児童
じどう

発 達
はったつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

副 会 長
ふくかいちょう

） 副 座 長
ふくざちょう

 

柏 女
かしわめ

 霊 峰
れいほう

 （淑 徳
しゅくとく

大 学
だいがく

教 授
きょうじゅ

） 

君 塚
きみづか

 葵
まもる

  （全 国
ぜんこく

肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

運 営 協
うんえいきょう

議会
ぎかい

会 長
かいちょう

） 

水津
すいつ

 正 紀
まさのり

 （（社
しゃ

）全 国
ぜんこく

重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を守
まも

る会
かい

理事
り じ

 ） 

長瀬
ながせ

 修
おさむ

  （東 京 大 学 大 学 院 特 任 准
とうきょうだいがくだいがくいんとくにんじゅん

教 授
きょうじゅ

） 

４．議事
ぎ じ

要旨
ようし

 

【 全 体
ぜんたい

会議
かいぎ

で水津
すいつ

委員
いいん

が 発 言
はつげん

した件
けん

について】 

 ・ 全 体
ぜんたい

会議
かいぎ

での水津
すいつ

委員
いいん

の 発 言
はつげん

のとおり、「可能
かのう

な 限
かぎ

り 無 償
むしょう

」に「 資 力
しりょく

を

考 慮
こうりょ

して」を加
くわ

えることにする。（この場合
ばあい

は、若
わか

い世代
せだい

では資 力
しりょく

がないこと

を 配 慮
はいりょ

する意図
い と

） 

 ・了 承
りょうしょう

 

 

【 障 害 者
しょうがいしゃ

基 本 法
きほんほう

・ 障 害 児
しょうがいじ

条 項
じょうこう

イメージ
い め ー じ

の 修 正
しゅうせい

案
あん

に対
たい

する他
た
チーム
ち ー む

委員
いいん

から

の意見
いけん

について】 

 ・１２月
がつ

１ 日 付
にちづけ

で 修 正
しゅうせい

案
あん

に対
たい

する意見
いけん

が合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム宛
ちーむあて

に 届
とど

いている。

お子
こ
さんの体 験 談

たいけんだん
をもとに早期

そうき
発 見
はっけん

の重 要 性
じゅうようせい

を述
の
べているが、チーム

ち ー む
として

どのように対 応
たいおう

したらよいか。 

 ・早期
そうき

発 見
はっけん

を削
さく

除
じょ

した経緯
けいい

は、障 害
しょうがい

のある子
こ
ども及

およ
び家族

かぞく
への支援

しえん
において、

発 見
はっけん

に力
ちから

を注
そそ

ぎすぎるのは問 題
もんだい

であろうということで、現 在
げんざい

のものになった。 

 ・早期
そうき

支援
しえん

を行
おこな

うためには早期
そうき

発 見
はっけん

をすることが 必 要
ひつよう

で、早期
そうき

支援
しえん

の中
なか

に早期
そうき

発 見
はっけん

の意味
い み

も含
ふく

まれると考
かんが

えるので、このままでよいのではないか。 

全 委 員
ぜんいいん

 

 ・了 承
りょうしょう

 

総合福祉部会 第 11回 

H23.1.25 資料２１ 



2 

 

 

 【つなぎ法
ほう

の施行
せこう

について】 

 ・つなぎ法
ほう

が施行
せこう

されることになるが、今後
こんご

の議論
ぎろん

の進
すす

め方
かた

として、施行
せこう

の内 容
ないよう

をこのチーム
ち ー む

として 深
ふか

めていくのか、それとも施行
せこう

される部分
ぶぶん

とは 別
べつ

に 他
ほか

に

必 要
ひつよう

なことを議論
ぎろん

するのか。個人
こじん

の意見
いけん

としては、施行
せこう

の 検 討
けんとう

は 検 討
けんとう

として

進
すす

めてもらった上
うえ

で、必 要
ひつよう

に応
おう

じて適宜
てきぎ

報 告
ほうこく

してもらう形
かたち

でよいのではない

のかと考
かんが

えている。 

・それでよいのではないか。チーム
ち ー む

としては 他
ほか

に不足
ふそく

していることはないかという

観 点
かんてん

で議論
ぎろん

することでよいのではないか。 

全 委 員
ぜんいいん

 

・了 承
りょうしょう

 

 

【 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の見直
みなお

しに関
かん

する検 討 会
けんとうかい

報 告 書
ほうこくしょ

に沿
そ
って議論

ぎろん
】 

（基 本 的
きほんてき

視点
してん

について） 

・ 平 成
へいせい

２０年
ねん

７ 月
がつ

２２ 日
にち

に出
だ
された 障 害 児

しょうがいじ
支援
しえん

の見直
みなお

しに関
かん

する 報 告 書
ほうこくしょ

をバージョンアップ
ば ー じ ょ ん あ っ ぷ

させるような形
かたち

を考
かんが

えている。報 告 書
ほうこくしょ

は①子
こ
どもの将 来

しょうらい
の

自立
じりつ

に向
む
けた 発 達

はったつ
支援
しえん

、②子
こ
どものライフステージ

ら い ふ す て ー じ
に応

おう
じた一 貫

いっかん
した支援

しえん
、③

家族
かぞく

を含
ふく

めたトータル
と ー た る

な支援
しえん

、④できるだけ子
こ
ども・家族

かぞく
にとって身近

みぢか
な地域

ちいき
に

おける支援
しえん

と４つの視点
してん

が示
しめ

されている。 

・この見直
みなお

しの基 本 的
きほんてき

な視点
してん

と障 害 者
しょうがいしゃ

基 本 法
きほんほう

に盛
も
り込

こ
みべき事項

じこう
との 整 合

せいごう
は

とれているのか。これまでの議論
ぎろん

を踏
ふ
まえ、 今

いま
なら入

い
れた方

ほう
が良

よ
いと 考

かんが
えられる

ものはないか検 討
けんとう

したい。 

 ・合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の 名 称
めいしょう

は、「障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

」だが、権利
けんり

条 約
じょうやく

の議論
ぎろん

を振
ふ
り

返
かえ

って見
み
ると、支援

しえん
という言葉

ことば
が 適 切

てきせつ
かどうかと思

おも
う。支援

しえん
には収

おさ
まらないも

のがあるだろう。「 障 害 児
しょうがいじ

」として、支援
しえん

を削
さく

除
じょ

した方
ほう

がいいのではないかと思
おも

っている。 

 ・確
たし

かに、 障 害
しょうがい

のある子
こ
どもに特化

とっか
するのではなく、子育

こそだ
て 一 般

いっぱん
に支援

しえん
をどのよ

うに位置
い ち

づけるかという視点
してん

が重 要
じゅうよう

だ 

・今
いま

の 情 勢
じょうせい

から考
かんが

えると、障 害 児
しょうがいじ

の権利
けんり

擁護
ようご

の 観 点
かんてん

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

う。この
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他
ほか

、 経 営
けいえい

、 人 材
じんざい

育 成
いくせい

についての視点
してん

も 重 要
じゅうよう

。さらに、子
こ
ども家庭

かてい
福祉
ふくし

システム
し す て む

と 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

システム
し す て む

の相互
そうご

乗
の
り入

い
れについても 検 討

けんとう
すべき。 政 策

せいさく

評 価
ひょうか

体 制
たいせい

の在
あ
り方

かた
についても、議論

ぎろん
するべきだ。 

・障 害
しょうがい

のある子
こ
ども自身

じしん
が権利

けんり
主 体
しゅたい

であるのは確 認 済
かくにんず

み。親 権 者
しんけんしゃ

との関 係
かんけい

の

在
あ
り方

かた
で、第 一

だいいち
義的
ぎてき

責 任
せきにん

は親 権 者
しんけんしゃ

にある。責 任
せきにん

を果
は
たすための支援

しえん
を国

くに
が

整備
せいび

すべき。 

基 本 的
きほんてき

視点
してん

としては、権利
けんり

擁護
ようご

、権利
けんり

保 障
ほしょう

が 最 初
さいしょ

にあるのではないか。 

 ・子
こ
どもの権利

けんり
保 障
ほしょう

を立
た
て、意見

いけん
表 明 権
ひょうめいけん

をその中
なか

にいれるということでどうか。 

 ・これまで 検 討 会
けんとうかい

等
とう

では、支援
しえん

される 客 体
きゃくたい

としての 障 害 児
しょうがいじ

だったが、権利
けんり

を

もつという視点
してん

で見直
みなお

す 必 要
ひつよう

がある。 

 ・障 害 児
しょうがいじ

の自立
じりつ

については、可 能 性
かのうせい

を伸
の
ばす、例

たと
えば、重 度

じゅうど
心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

に

ついては呼
よ
びかけに 反 応

はんのう
することも、自立

じりつ
にかかわってくる。 

 ・いろいろな自立
じりつ

があるだろう。支援
しえん

を受
う
けて自立

じりつ
するが、どのような支援

しえん
が必 要

ひつよう
な

のかを要 求
ようきゅう

する力
ちから

が必 要
ひつよう

になるだろう。 

 ・どんな障 害
しょうがい

であっても、共 通
きょうつう

の 概 念
がいねん

があるべきだろう。基 本 的
きほんてき

には、意見
いけん

表 明
ひょうめい

をする力
ちから

を引
ひ
き出

だ
せるかどうかにかかってくるだろう。 

 ・第 一 項 目
だいいちこうもく

として、権利
けんり

擁護
ようご

の視点
してん

を追加
ついか

したい。この時
とき

、アドボカシ
あ ど ぼ か し

ーの視点
してん

を盛
も
り込

こ
み、障 害

しょうがい
のある子

こ
ども自身

じしん
が権利

けんり
の主 体

しゅたい
であることを主 張

しゅちょう
できるよう

な仕組
し く

みづくりが 必 要
ひつよう

になるだろう。 

 ・次
つぎ

の視点
してん

、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じた一 貫
いっかん

した支援
しえん

という時
とき

、子
こ
どもと大人

おとな
が同

おな

じようにという意味
い み

ではないだろう。児者
じしゃ

一 貫
いっかん

というと、見
み
えにくくなる。子

こ
ども

は、子
こ
どもという視点

してん
が重 要

じゅうよう
だろう。 

 ・成 長
せいちょう

は、すべての場所
ばしょ

で 保 障
ほしょう

されるべきで、その際
さい

支援
しえん

する人
ひと

は変
か
わるだろう

が、地域
ちいき

で育
そだ

てるという育
そだ

ちの場
ば
が変

か
わることはないだろう。 

 ・引
ひ
き継

つ
ぎが上手

う ま
くいかず、 連 携

れんけい
ができていない。子

こ
どもについては、 発 達

はったつ
におけ

る臨 界 期
りんかいき

があり、それをのがすと機能
きのう

獲 得
かくとく

を取
と
り返

かえ
せない。 

 ・可能
かのう

な限
かぎ

り早期
そうき

に支援
しえん

を始
はじ

めることは、 確 認
かくにん

されている。 一 貫
いっかん

した支援
しえん

につ

いては、異論
いろん

はないが、前 提
ぜんてい

として生 活
せいかつ

の場
ば
で支援

しえん
が提

てい
供

きょう
されること、地域

ちいき
で

の支援
しえん

がなければ 一 貫
いっかん

した支援
しえん

にならない。「子
こ
どものライフステージ

ら い ふ す て ー じ
に 応

おう
じた



4 

 

一 貫
いっかん

した支援
しえん

」と「子
こ
ども・家族

かぞく
にとって身近

みぢか
な地域

ちいき
における支援

しえん
」は、一 体 的

いったいてき

にするべきで、「できるだけ」は、 削 除
さくじょ

しても良
よ
いのではないか。 

 ・ 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

では「 障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を 尊 重
そんちょう

する態度
たいど

を 育 成
いくせい

すること」

とあり、尊 厳
そんげん

の 尊 重
そんちょう

も必 要
ひつよう

ではないか。 

 ・ 尊 厳
そんげん

は、自立
じりつ

の 中
なか

に 含
ふく

まれているという理解
りかい

が、以前
いぜん

の 検 討 会
けんとうかい

では 多
おお

かっ

た。 

 

（基 本 的
きほんてき

視点
してん

として 確 認
かくにん

された事項
じこう

） 

 ・基 本 的
きほんてき

な視点
してん

に、「 尊 厳
そんげん

の 尊 重
そんちょう

」と「 障 害
しょうがい

のない子
こ
どもと等

ひと
しく権利

けんり
を保 障

ほしょう

する」という視点
してん

を追加
ついか

する。また、権利
けんり

擁護
ようご

の視点
してん

を加
くわ

えること、さらに、意見
いけん

表 明 権
ひょうめいけん

についてもアドボカシ
あ ど ぼ か し

ーの視点
してん

を盛
も
り込

こ
み加

くわ
えることとする。 

・子
こ
どものライフステージ

ら い ふ す て ー じ
に 応

おう
じた 一 貫

いっかん
した支援

しえん
、この「 一 貫

いっかん
」した 保 障

ほしょう
の

大 前 提
だいぜんてい

は 生 活
せいかつ

の場
ば
、地域

ちいき
の場

ば
、家庭

かてい
の場

ば
が基本

きほん
となる。支 援 者

しえんしゃ
が変

か
わること

はあるが、地域
ちいき

の支援
しえん

は 一 貫
いっかん

する。 

 ・家族
かぞく

を含
ふく

めたトータル
と ー た る

な支援
しえん

は既
すで

に確 認 済
かくにんず

み。家族
かぞく

には代 替 的
だいたいてき

なものを含
ふく

む。

代 替 的
だいたいてき

な監護
かんご

に 対
たい

する支援
しえん

についても追加
ついか

することについては、家族
かぞく

にいれる

のか、地域
ちいき

における支援
しえん

にいれるのか。それとも別
べつ

立
た
てにするかについては検 討

けんとう
が

必 要
ひつよう

。 

 ・「できるだけ子
こ
ども・家族

かぞく
にとって身近

みぢか
な地域

ちいき
における支援

しえん
」の「できるだけ」は削 除

さくじょ

する。 

 

（今後
こんご

の障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の在
あ
り方

かた
：早期

そうき
発 見
はっけん

・早期
そうき

支援
しえん

） 

・追加
ついか

した基 本 的
きほんてき

視点
してん

を踏
ふ
まえつつ、議論

ぎろん
していきたい。例

たと
えば、医 療

いりょう
機関
きかん

との

連 携
れんけい

を作
つく

っていくとあるが、連 携
れんけい

を作
つく

るのに何
なに

が足
た
りないのか。どうすればよ

いか。 

 ・早期
そうき

発 見
はっけん

についてＮＩＣＵから出
で
られない重 症 児

じゅうしょうじ
の問 題

もんだい
がある。 

母子
ぼ し

入 園
にゅうえん

という法 定 化
ほうていか

された制度
せいど

が肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

にある。 一 般
いっぱん

小 児 科
しょうにか

病 棟
びょうとう

を退 院 後
たいいんご

、母子
ぼ し

が 2 か月
げつ

前後
ぜんご

一 緒
いっしょ

に入 園
にゅうえん

しさまざまな 療 育
りょういく

支援
しえん

をう

け、自宅
じたく

での 生 活
せいかつ

を送
おく

れるようにする。ＮＩＣＵから出
で
てそのまま施設

しせつ
入 所
にゅうしょ

と
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いうケース
け ー す

が 多
おお

いが、母子
ぼ し

入 院
にゅういん

のように一度
いちど

でも 一 緒
いっしょ

に家庭
かてい

で 生 活
せいかつ

すること

により、親
おや

にとって家族
かぞく

としての 認 識
にんしき

が生
う
まれる。 

ただし、医師
い し

不足
ふそく

などから、ニーズ
に ー ず

はあるが、 全 国
ぜんこく

での利用
りよう

が少
すく

なくなってきて

いる。 

 ・利用
りよう

が減
へ
ってきている 要 因

よういん
は何

なに
か。 

 ・施設
しせつ

と 病 院
びょういん

との 連 携
れんけい

がうまく取
と
れない。また、ＮＩＣＵの受

う
け 皿

ざら
となる肢体

したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

での 専 門
せんもん

スタッフ
す た っ ふ

が不足
ふそく

している。 

 ・医師
い し

が 社 会
しゃかい

資源
しげん

を活 用
かつよう

しきれていないということもある。 

 ・議論
ぎろん

の 進
すす

め 方
かた

として、 前 回
ぜんかい

のチーム
ち ー む

打 合
うちあわ

せの 際
さい

に 宮
みや

田
た

副 座 長
ふくざちょう

が 論 点
ろんてん

ペーパ
ぺ ー ぱ

ーを整理
せいり

したが、そのペーパ
ぺ ー ぱ

ーに沿
そ
ってやった 方

ほう
がよいのではないか。私

わたし
も

意見
いけん

としてまとめたものをペーパ
ぺ ー ぱ

ーとして出
で
させていただいている。 

 ・そもそも、「障 害
しょうがい

の子
こ
ども」と 表 現

ひょうげん
する 必 要

ひつよう
があるのか。極 論

きょくろん
にはなるが、例

たと

えば「特 別
とくべつ

に支援
しえん

が 必 要
ひつよう

な児童
じどう

」という 表 現
ひょうげん

でも良
よ
いのではないか。 

 ・ 論 点
ろんてん

としては、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

と要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

の

役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

をどのようにするのか。保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

については、家庭
かてい

訪 問
ほうもん

も含
ふく

むものにするべきだろう。次
つぎ

の 論 点
ろんてん

として、児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

の事 業
じぎょう

規模
き ぼ

を小 規 模
しょうきぼ

にしていく 必 要
ひつよう

がある。障 害 児
しょうがいじ

保育
ほいく

給 付
きゅうふ

については、現 在
げんざい

は

日 額
にちがく

だが、月 額
げつがく

にしていく必 要
ひつよう

もある。さらに、家 庭 的
かていてき

養護
ようご

を追加
ついか

していく

べきだろう。この他
ほか

、 虐 待
ぎゃくたい

についても検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

になるだろう。 

 ・施設
しせつ

でいうと 定 員
ていいん

、 障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

といった 枠
わく

の 問 題
もんだい

もある。これを打破
だ は

しない

といけない。保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

が創 設
そうせつ

されるが、障 害 児
しょうがいじ

（者
しゃ

）地域
ちいき

療 育
りょういく

等
とう

支援
しえん

事 業
じぎょう

のようにアウトリーチ的
あうとりーちてき

な 役 割
やくわり

が必 要
ひつよう

。 

（次回
じかい

以降
いこう

の議論
ぎろん

について） 

 ・追加
ついか

した視点
してん

を踏
ふ
まえて、改 革

かいかく
に当

あ
たり何

なん
が 必 要

ひつよう
かという視点

してん
で引

ひ
き続

つづ
き議論

ぎろん

したい。 障 害
しょうがい

のある子
こ
どもの支援

しえん
を子

こ
ども施策

せさく
に位置

い ち
づけていくために、 何

なに
が

必 要
ひつよう

なのか、 現 在
げんざい

ある仕組
し く

みの何
なに

を 発 展
はってん

させるのか、今日
きょう

の議論
ぎろん

を踏
ふ
まえて

深
ふか

めてゆきたい。 

以 上
いじょう

 


